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令和８年度備蓄食料品仕様書 

 

第１ 総則  

  この仕様書は、安堵町（以下「発注者」という。）が購入する備蓄食料品（以下「物品」という。）の納

入に関する事項について定める。  

 

第２ 品名・数量・規格  

（１）アルファ化米（５種アソート） １，０００食 

（２）安心米おこげ（コンソメ味）    ３００食 

（３）安心米おこげ（カレー味）     ３００食 

（４）安心米おこげ（梅味）       ３００食 

（５）５年保存水（１Ｌ）      １，８００本 

（６）保存用ビスココンパクトタイプ １，０２０個 

（７）液体ミルク（２４０ｍｌ）     ２４０缶 

※ （１）～（７）の合計金額で購入業者を決定します。 

 

第３ 共通仕様  

 製品及び梱包用外箱に名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されているこ

と。（当該事項が記載されたラベル等が貼付されている場合を含む。） 

 

第４ 個別使用 

（１）アルファ化米（５種アソート） 

ア 数量 １，０００食 

イ ５０食を１梱包とし、以下の内容で段ボールケースに収納すること。 

  ・とうもろこしご飯    １０食 

  ・五目ご飯        １０食 

  ・ひじきご飯（玄米入り） １０食 

  ・野菜ピラフ       １０食 

  ・ドライカレー      １０食 

ウ アレルギー特定原材料２８品目不使用であること。 

エ 日本災害食学会認証商品であること。 

オ ハラール認証商品であること。 

カ 内容量 １食あたり１００グラム以上であること。 

キ 保存年数 ５年以上であること。 

ク メーカー アルファー食品株式会社 

 

（２）安心米おこげ（コンソメ味） 

ア 数量 ３００食 
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イ ３０食を１梱包とし、段ボールケースに収納すること。 

ウ アレルギー特定原材料２８品目不使用であること。 

エ 日本災害食学会認証商品であること。 

オ ハラール認証商品であること。 

カ 内容量 １食あたり５１グラム以上であること。 

キ 保存年数 ７年以上であること。 

ク メーカー アルファー食品株式会社 

 

（３）安心米おこげ（カレー味） 

ア 数量 ３００食 

イ ３０食を１梱包とし、段ボールケースに収納すること。 

ウ アレルギー特定原材料２８品目不使用であること。 

エ 日本災害食学会認証商品であること。 

オ ハラール認証商品であること。 

カ 内容量 １食あたり５１グラム以上であること。 

キ 保存年数 ７年以上であること。 

ク メーカー アルファー食品株式会社 

 

（４）安心米おこげ（梅味） 

ア 数量 ３００食 

イ ３０食を１梱包とし、段ボールケースに収納すること。 

ウ アレルギー特定原材料２８品目不使用であること。 

エ 日本災害食学会認証商品であること。 

オ ハラール認証商品であること。 

カ 内容量 １食あたり５１グラム以上であること。 

キ 保存年数 ７年以上であること。 

ク メーカー アルファー食品株式会社 

 

（５）５年保存水（１Ｌ） 

ア 数量 １，８００本 

イ １Ｌ容量のペットボトルであること。 

ウ １箱１２本入りであること。 

エ 保存年数 ５年以上であること。 

オ メーカー 富士サンスイ株式会社 

 

（６）保存用ビスココンパクトタイプ 

ア 数量 １，０２０食 

イ 袋入りであること。 
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ウ １箱６０袋入りであること。 

エ 保存年数 ５年以上であること。 

オ メーカー 江崎グリコ株式会社 

 

（７）液体ミルク（２４０ｍｌ） 

ア 数量 ２４０缶 

イ １箱２４缶入りであること。 

ウ １缶２４０ｍｌであること。 

エ 保存年数 １年以上であること。 

オ メーカー 株式会社明治 

 

第４ 補則  

１ 納入場所 

 安堵町大字東安堵９５８番地 安堵町役場内 

 

２ 納入期限 

 令和９年３月３１日まで 

※ 液体ミルクに関しては、令和８年６月中の納品とする。 

※ その他の物品の納品については担当課と協議し、指示に従うこととする。 

 

３ その他 

  ・納品に係る一切の料金は、入札金額に含めることとする。 

  ・同等品は不可とする。 

・この仕様書にない事項については、協議のうえ、決定するものとする。 

 


